
○山梨市地域おこし協力隊支援事業実施要綱 

令和６年５月１３日 

告示第１０６号 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、都市部に生活の拠点を置く住民を本市の農業の新たな担い手として育成すると

ともに、地域への定住又は定着を図るため、山梨市地域おこし協力隊支援事業(以下「本事業」とい

う。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。 

(定義)  

第 2条 この要綱において「農業活動等」とは、農業技術等の習得のための活動(農業関係法人等が自

ら保有する圃場で行う農業機械の操作方法、土作り、肥培管理及び病虫害防除等の栽培管理の農業

技術の実習並びに農産物の選別、出荷及び農産物直売所での販売をいう。)、地域おこしの支援及び

地域との連携による地域が主催する行事への協力(農道及び水路の清掃等の共同作業、花植え等の地

域美化活動並びに運動会及び敬老会等の会場準備等の作業を伴う地域行事への参加をいう。)をい

う。 

2 この要綱において「協力隊員」とは、山梨市地域おこし協力隊設置要綱（平成29年山梨市告示第5

号）第4条の要件に該当する者のうち、本市に拠点を置く農業関係法人等の指導のもと、新たに居住

する地域において農業活動等を通じて、本市での定住及び就農を図ろうとする者(他の地方自治体に

おいて地域おこし協力隊員であった者(同一地域における活動2年以上、かつ、解嘱1年以内)で、本

市に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者を含む。)で、第8条第1項により地域おこし協力隊員

として市の委嘱を受けるものをいう。 

(支援機関への事業の委託) 

第 3 条 市長は、協力隊員が行う農業活動等を指導し、又は支援するため、本市で定住及び就農でき

るよう育成を行う本事業の業務の一部を委託するものとする。 

2 前項に規定する委託は、市内に生産拠点となる圃場等を有する、農業活動等を実施できると認める

次に掲げる団体のうちから第 6条の規定により選定した農業関係法人等(以下「支援機関」という。)

に対し行うものとする。 

(1) 市内に事務所及び支店を有する農業協同組合 

(2) 農業生産法人及び農産物加工品生産組織 

(3) 市内に主たる事務所を有し、主に市内において活動をしている特定非営利活動促進法(平成 10

年法律第 7号)第 2条第 2項に規定する特定非営利活動法人 

(4) 農業経営基盤強化促進法第 8 条(昭和 55 年法律第 65 号)に規定する山梨県知事が承認した法

人で、市内に事務所及び支店を有する法人 

(支援機関の業務及び実施期間) 

第 4条 支援機関の業務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 本事業の広報に関する業務 

(2) 協力隊員の募集及び協力隊員の候補者の選定に関する補助業務 

(3) 協力隊員の農業活動等の調整、指導及び支援に関する業務 

(4) 協力隊員に対する生活の支援に関する業務 

(5) 協力隊員が行う地域おこし活動の支援に関する業務 

2 支援機関の業務実施期間は、3年以内とする。 

(対象経費) 



第 5条 本事業の対象となる経費は、別表 1のとおりとする。 

(支援機関の募集及び選定) 

第 6条 支援機関の募集については、本市の広報等で行うものとする。 

2 支援機関の選定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山梨市地域おこし協力隊支援事

業支援機関申請書(様式第 1号)に、支援機関(変更)計画書(様式第 2号。以下「事業計画」という。)

を添え、市長が定める日までに提出しなければならない。 

3 申請者は、前項の申請に当たり質問のある場合は、山梨市地域おこし協力隊支援事業支援機関応募

に関する質問書(様式第 3号)により市長に提出するものとする。 

4 市長は、第 2項の申請があったときは、当該申請書等の書類を審査し、必要に応じて申請者から聞

き取りを行った上、支援機関の可否を決定し、山梨市地域おこし協力隊支援事業支援機関選定結果

通知書(様式第 4 号)により申請者に通知するとともに、山梨市ホームページ上で採用した事業計画

を公表するものとする。 

5 申請者は、支援機関となることを辞退しようとする場合は、直ちに山梨市地域おこし協力隊支援事

業支援機関辞退届(様式第 5号)を市長に提出するものとする。 

(協力隊員の募集、選定及び決定) 

第 7 条 協力隊員になろうとする者(以下この条において「応募者」という。)は、山梨市地域おこし

協力隊員応募申請書(様式第 6号)に必要な書類を添え、市長に提出するものとする。 

2 市長は、当該申請書等の書類を審査し、必要に応じて当該支援機関及び応募者に聞き取りを行った

上、書類選考の可否を決定する。その後、支援機関とともに、書類審査合格者を面接等により、本

市での居住が確実で農業に意欲的に取り組むことが認められる者を選考するものとする。 

3 支援機関は、前項の規定により選考した者について、山梨市地域おこし協力隊員候補者名簿(様式

第 7号。以下「候補者名簿」という。)を作成し、市長に提出するものとする。 

4 市長は、前項の規定により候補者名簿の提出のあった候補者を委嘱すべきと認めたときは、速やか

に山梨市地域おこし協力隊員決定通知書(様式第 8号)により、支援機関に通知するものとする。 

(協力隊員の義務、活動時間、活動日数及び休暇等) 

第 8 条 協力隊員は市の委嘱を受け、農業活動等の対価として報償費の支給を受けるものとする。た

だし、協力隊員と市及び支援機関との雇用契約は存在しないものとする。 

2 協力隊員は、市及び支援機関の指示及び指導に従わなければならない。 

3 協力隊員の農業活動等の活動時間は、休憩時間を除き 7時間 45分とし、週 38時間 45分の範囲で、

月 20日間の活動を原則とする。 

4 前項の規定にかかわらず、支援機関は、活動の内容において調整が必要な場合は、事業計画により

あらかじめ協力隊員に明らかにしている場合に限り、協力隊員の活動時間を調整できるものとする。 

5 協力隊員は、農業活動等に支障のない範囲において就業等ができるものとする。 

6 協力隊員は、居住している地域で開催される作業及び行事に特別の事情がある場合を除き参加する

ものとする。 

7 協力隊員は、農業活動等の状況を山梨市地域おこし協力隊員活動状況報告書(様式第 9 の 1 号)に

より、1 か月ごとに市長に報告しなければならない。この場合において、農業活動等を行った日ご

とに、農業活動等の状況を山梨市地域おこし協力隊員業務日誌(様式第 9 の 2 号)に記載し、支援機

関の責任者(支援機関の責任者の確認が受けられない場合は、農業技術等の習得のための活動にあっ

ては、受入れ事業者の責任者、地域が主催する行事への協力にあっては、当該行事の責任者)の確認

を受けたものを添付するものとする。 



8 協力隊員の休業日は、支援機関の例によるものとする。 

9 協力隊員は、別表 2休暇の種類の欄の区分に応じ、それぞれ承認を与える期間の欄に定める期間に

あっては、報償費を受け、農業活動等を行わないことができる。 

(協力隊員の報償費) 

第 9条 協力隊員は、報償費の支給を受けようとするときは、前条第 7項の報告書及び日誌(以下「報

告書等」という。)を活動を行った日の属する月の翌月の 5日までに支援機関を通じて市長に提出す

るものとする。ただし、3月においては、当該月の 31日付けで提出するものとする。 

2 市長は、前項の報告書等の提出を受けたときは、確認を行った上、毎月 20 日までに協力隊員が指

定した口座に報償費を振り込むものとする。 

3 協力隊員の報償費は、月 210,000円とする。ただし、報告書等により確認された農業活動等の日数

が 20日に満たないときは、1日あたり 10,500円の日割り計算により支給するものとする。 

(協力隊員の委嘱期間) 

第 10条 協力隊員の委嘱期間は、3年以内とする。 

(委嘱の取消し) 

第 11条 市長は、次に掲げる場合は、協力隊員の委嘱を取り消すことができる。 

(1) 協力隊員から取消しの申出があったとき。 

(2) 協力隊員に不良行為が認められたとき。 

(3) 傷病、事故その他特別の理由により、農業活動等の継続ができなくなったとき。 

(事業実施の手続き) 

第 12 条 支援機関は、年度ごとに市長が指定する期日までに当該年度の山梨市地域おこし協力隊支

援事業実施計画書(様式第 10号。以下「事業実施計画」という。)を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の事業実施計画の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、支

援機関と業務委託契約を締結するものとする。 

(事業実施状況の確認) 

第 13条 市長は、事業の実施状況について、必要に応じて、支援機関又は協力隊員への聞き取り若し

くは支援機関に対し関係書類等の提出を求めるとともに、改善措置を講ずる等の指導を行うことが

できる。 

(事業計画の変更) 

第 14条 支援機関は、新たな協力隊員を追加で募集する必要が生じたときは、支援機関(変更)計画書

(様式第 2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 市長は、前項の規定による計画書の提出があったときは、当該計画書を審査し、必要に応じて支援

機関への聞き取りを行った上、計画に係る変更の可否を決定し、支援機関変更計画計画(承認・不承

認)通知書(様式第 11号)により、支援機関に通知するものとする。 

(事業実施計画の変更) 

第 15条 支援機関は、次のいずれかに該当し、事業実施計画を変更する場合は、山梨市地域おこし協

力隊支援事業実施変更計画書(様式第 12号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。 

(1) 受入れ事業者に変更があった場合 

(2) 複数の協力隊員を受け入れている支援機関で、協力隊員の一部が農業活動等を取り止めたた

め、人数に変更が生じた場合 

(3) 承認された事業計画の経費を減額する場合 

(4) 承認された事業計画の経費の費目間の流用が 30％以上増減する場合 



2 市長は、前項の変更計画書が提出されたときは、当該計画書等の書類を審査し、必要に応じて支援

機関への聞き取りを行った上、計画に係る変更の可否を決定し、山梨市地域おこし協力隊支援事業

実施計画変更(承認・不承認)通知書(様式第 13号)により、支援機関に通知するものとする。 

(事業の中止又は廃止) 

第 16条 支援機関は、次のいずれかに該当し、事業を中止又は廃止する場合は、協力隊員が農業活動

等を継続するための措置を講じた上、山梨市地域おこし協力隊支援事業(中止・廃止)届出書(様式第

14号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。 

(1) 支援機関の経営状況等の変化により事業の継続が不可能となった場合 

(2) 協力隊員の半数以上が農業活動等の取り止めを申し出たため、事業の継続が不可能となった場 

合 

2 市長は、前項の届出書が提出された場合は、当該届出書を確認し、やむを得ないと認めるときは、

山梨市地域おこし協力隊支援事業(中止・廃止)承認通知書(様式第 15号)により、支援機関に通知す

るものとする。 

(事業実施結果報告) 

第 17条 支援機関は、事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、山

梨市地域おこし協力隊支援事業実施結果報告書(様式第 16 号)に必要な書類を添え、市長に報告し

なければならない。 

2 前項の報告書は、事業が完了した日から 30 日以内又は事業実施年度の 3 月 31 日のいずれか早い

日までに市長に提出しなければならない。ただし、前条の規定により、事業を中止又は廃止した支

援機関は、市長の承認を受けた日を事業の完了した日とみなす。 

3 市長は前項の報告を受けたときは、支援機関の事業執行状況を検査し、必要がある場合には、支援

機関に対し協力隊員育成のための指導を行うものとする。 

(会計経理) 

第 18条 支援機関は、本事業の会計処理について、次のとおり行うものとする。 

(1) 独立した口座を開設すること。 

(2) 本事業に係る帳簿を備え付け、別表 1に規定する費目及び経費の区分に従い整理すること。 

(3) 本事業に係る支出の根拠となる次の項目が明記されている請求書、領収書、振込依頼書その他

の関係書類を保存すること。 

ア あて先として支援機関名が記載されていること。 

イ 発行年月日 

ウ 金額 

エ 購入した物品等の明細 

オ 発行者の氏名、押印 

2 他の類似の事業を重複して実施する場合には、本事業の業務に係る対象経費と他の類似の事業に係

る対象経費とを区分して整理しなければならない。 

(委任) 

第 19条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行日) 

1 この告示は、公布の日から施行する。 



 

 

別表 1(第 5条関係) 

区分 費目 対象経費 

地域おこし協力隊支援事

業対象経費 

1 地域おこし協力隊員の

募集、選考 

1 協力隊員募集時のホー

ムページの立ち上げ費、広

告資料の印刷費 

2 都市住民等に配布する

リーフレット作成費 

3 協力隊員の選考のため

の短期で実施する農業体

験の宿泊費 

4 通信費 

5 事務費 

2 地域おこし協力隊員の

農業活動等の指導、支援 

1 農業技術習得のための

活動に要する農具(5 万円

未満)、作業着、研修資料の

印刷費 

2 農業技術習得のための

研修先への謝金 

3 農産物の流通、販売体

験を行うための旅費 

4 地域が主催する行事等

に協力するために住民が

用意しなければならない

道具の購入費 

5 農業活動等の活動に使

用する軽自動車等の借上

料及び燃料費 

6 協力隊員が農業活動等

で受けた傷害に対応する

ための保険料 

7 協力隊員の指導、支援

に要する支援機関の事務

費 

3 地域おこし協力隊員の

活動の成果の広報 

1 協力隊員の活動内容、

成果を掲載するホームペ

ージの作成費及び広報に

係る費用 

4 地域おこし協力隊員の

生活支援 

1 協力隊員が地域で生活

するための住居確保に要



する費用(住居の家賃は、

市から1世帯当たり30,000

円を限度とし、協力隊員へ

報償費として支給する。超

過分は協力隊員の負担と

する。) 

地域おこし協力隊起業支

援経費 

5 地域おこし協力隊員の

起業支援 

1 協力隊員が地域おこし

協力隊の任期終了翌年度

に本市内で起業する場合

の当該起業に要する経費 

 

別表 2(第 8条関係) 

地域おこし協力隊員の休暇の取扱い 

休暇の種類 承認を与える期間 

年末年始休暇 12月 28日から翌年 1月 3日までの間において支援機関が業務を行わない日 

忌引 配偶者、1親等の直系尊属、1親等の直系卑属の場合 3日 

傷病休暇 農業活動等に起因する傷病の場合 農業活動等の期間(3 月 31 日を超えること

はできない。) 

年次休暇 農業活動等の期間中 1月につき 1日以内(支援機関の代表者の承認を要する。) 

特別休暇 その他、支援機関の代表者が特に必要と認め、市が承認した期間 
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